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最終改正 令和８年４月15日第202600015299号 
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（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県林業労働安全緊急対策事業費補助金（以下「本補助金」

という｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、林業労働者の世代交代が進み、経験不足による労働災害の増加が懸念され

る状況において、労働安全装備・器具の導入を支援することで「安全な林業」を実現させるこ

とを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」

という。）を行う同表の第２欄に掲げる者（以下「事業実施主体」という。）に対し、予算の

範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と、当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて

得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に、同表の第４欄に定める率（以下「補助

率」という。）を乗じて得た額以下とする。ただし、安全研修の受講推進事業にあっては、同

表の第４欄に定める単価に対象人数を乗じた額とする。 

３ 事業実施主体は、鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助

事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、林政企画課長又は地方事務所（東部農林事務所八頭事務所、中

部総合事務所、西部総合事務所、西部総合事務所日野振興センターをいう。以下同じ。）の長

が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、別表の第１欄の１

に掲げる事業にあっては様式第１号に、その他の事業にあっては様式第１号及び様式第２号に

よるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割

合が５パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第２条第

７項に規定する人格のない社団等）若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明

らかでないときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に

補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をする

ことができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとす

る。ただし、別表の第１欄の１に掲げる事業にあっては、規則第18条第１項の規定による交付

額の確定（以下「交付額確定通知」という。）と併せて、同項の規定による審査等が完了した

後に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。ただし、別表の第１欄の１に掲

げる事業にあっては、交付額確定通知と併せて様式第４号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、



仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控

除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変

更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額す

るものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第12条第１項の知事が別に定める変更は、補助事業ごとに別表１の第５欄に定める

もの以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日ま

でに行わなければならない。ただし、別表の第１欄の１に掲げる事業については、交付申請を

もってこれに替えるものとする。 

（１）規則第17条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは

廃止の日から20日を経過する日 

（２）規則第17条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の

翌年度の４月10日 

２ 規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それ

ぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時

点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に

係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額

からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額

が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控

除税額）を超えるときは、様式第５号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、

その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（額の確定） 

第８条 規則第18条第１項に規定する額の確定については、様式第６号によるものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第９条 規則第25条第２項ただし書の期間は、５年間とする。 

２ 規則第25条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具 

(２) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定める

もの 

３ 第５条第１項の規定は、規則第25条第２項の承認について準用する。 

 

（財産の処分に係る補助金の返還） 

第１０条 補助事業者が規則第25条第２項の規定に基づき、知事の承認を得て財産の処分をする

場合において、知事が補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分することにより得

る収入の全部又は一部に相当する額及び補助金額の全部又は一部を県に納付するよう指示した

ときは、補助事業者は、これに従わなければならない。 

 

（提出書類の部数等） 

第１１条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は、正本１部とし、林政企画課長

又は所轄の地方事務所の長に提出するものとする。 

 

（雑則） 

第１２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林



水産部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年３月１６日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度の補助事業から適用する。 

附 則 

この改正は、令和７年３月24日から施行し、令和７年度の補助事業から適用する。 

附 則 

この改正は、令和８年４月15日から施行し、令和８年度の補助事業から適用する。 

  



別表（第３条、第７条関係） 

１ 

補助事業 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助対象経費 

４ 

補助率 

５ 

重要な変更 

１ 林業労働安

全緊急対策事業

（国活用型） 

安全装備の

導入支援 

 

林野庁の林業労働安全確

保対策事業に採択された

林業事業体等 

林業労働安全に資する

装備等の導入に係る経

費 

 

１ ／ ６

以内 

－ 

２ 林業労働安

全緊急対策事業

（県単独型） 

 

（１）安全

装備品の導

入支援 

林業事業体等、特定地域

づくり事業協同組合、に

ちなん中国山地林業アカ

デミー 

林業労働安全に資する

装備等の導入に係る経

費 

１ ／ ２

以内 

補助金額の増

額又は３割を

超える減額 

（２）安全

研修の受講

推進 

小規模な林業事業体等 林業労働安全に資する

研修に参加するために

必要な経費 

ただし、自社で開催す

る研修は除く。 

単価 

１ ５ 千

円／人 

（注） 

１ 県単独型の対象者は林業事業体等が雇用する林業労働者、個人事業者、にちなん中国山地林業

アカデミーにおいて研修を受ける者とし、林業労働安全に資する研修への参加を必須とする（代

表者のみの参加は認めない）。 

なお、安全研修の受講推進のみの事業実施は補助対象外とする。 

２ 小規模な林業事業体等とは、常時雇用する林業労働者が10人未満の事業体又は個人事業主（一

人親方を含む）をいう。 

３ 県単独型の対象品目は次の表のとおりとし、消耗品以外は対象者１人につき各品目１回に限る。 

なお、消耗品の導入については林業分野への就業後10年以内の者に限る。 

対象品目 規格等の要件 

消

耗

品 

チェーンソー防護ジャケット 国際規格（ＩＳＯ）、欧州規格（ＥＮ）、日本産業規

格（ＪＩＳ）のいずれかを満たしているものに限り交

付対象とし、準拠品又は同等品は交付対象としない。 
防護ズボン（チャップスを含む） 

チェーンソー防護ブーツ 

防振・耐切創手袋 

林業用ヘルメット 厚生労働省の保護帽規格（飛来・落下物用）に適合し

たものであること。 

燃料携行缶 国際規格（ＵＮ規格）に適合したもの又は一般社団法

人危険物保安技術協会の認証を受けたもの（ＫＨＫ規

格）であること。 

燃料の取扱いについては、消防法や火災予防条例等の

関係法令を遵守すること。 

救急用品（ＡＥＤ・担架等） ＡＥＤはＩＰ５５以上の防水・防塵機能を有するこ

と。 

熱中症対策のための空調服・冷却服 導入の目的が労働安全対策のためであること。 

 かかり木処理機材（小型エンジンウインチ等） 

無線機（ジオチャット・衛星携帯電話・衛星無

線機・相互通話無線機等）及び付帯機器 

  



様式第１号（第４条、７条関係） 

その１ 林業労働緊急安全対策事業（国活用型）の場合 

 

年度鳥取県林業労働安全緊急対策事業内訳書 

 

１ 事業実績 

品目 
単価 

（円） 

数量 

（個） 

小計 

（円） 

負担区分（円） 

備考 
県補助金 

その他 

補助金 
自己資金 

        

        

        

        

        

        

合計       

 

２ 事業完了年月日 

   年  月  日 

 

３ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

 ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先 

 ※「有」の場合に記載すること。 

  補助金名  

  事業内容  

  補助金に係る問合せ先 

 

 （補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 

 

 

４ 消費税の取扱い 

 （一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者・特定収入割合が５％を超えている公益法人等・

地方公共団体・仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 

※仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者は、仕入控除税額が確定した際に様式第５号による報

告を行うこと。 

 

（添付書類） 

１ 国の林業労働安全確保対策事業の実績報告書及び額の確定通知書等の写しを添付すること。 

 

 

  



様式第１号（第４条、７条関係） 

その２ 林業労働緊急安全対策事業（県単独型）の場合 

 

年度鳥取県林業労働安全緊急対策事業実施計画（報告）書 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（実績） 

（１）経費の総括 

区  分 
事業費

（円） 

負担区分（円） 
備 考 

県補助金 自己資金 

林業労働安全

緊急対策事業 

（県単独型） 

 

安全装備の導

入支援    
 

安全研修の受

講推進    
 

 

（２）事業計画（実績）表 

 ア 安全装備の導入支援 

品目 
対象者 

氏名 

単価 

（円） 

数量 

（個） 

小計 

（円） 

負担区分（円） 
備考 

県補助金 自己資金 

        

        

        

        

        

合計      

※品目が消耗品の場合は、備考欄に就業年数を記載すること。 

 

 イ 安全研修の受講推進 

受講者氏名 研修受講日 人数計（人） 単価（円） 事業費計（円） 

  

 15,000  

  

  

  

  

 

 

３ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 



４ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

 ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先 

 ※「有」の場合に記載すること。 

  補助金名  

  事業内容  

  補助金に係る問合せ先 

 

 （補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 

 

 

５ 消費税の取扱い 

 （一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者・特定収入割合が５％を超えている公益法人等・

地方公共団体・仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 

※仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者は、仕入控除税額が確定した際に様式第５号による報

告を行うこと。 

 

（添付書類） 

１ 実施計画には、規格等の要件を満たす品目であることを証する資料（カタログの写し等）及び対

象者の要件を満たすことが確認できる書類（現場作業員名簿等）を添付すること。 

２ 実績報告の（２）のアは、領収書等の写しを添付すること。 

３ 実績報告の（２）のイは、受講案内書の写し、参加申込書の写し等の研修の詳細及び受講が確認

できる書類を添付すること。 

 

 

 



様式第２号（第４条、第７条関係） 

林業労働緊急安全対策事業（県単独型）の場合 

 

年度鳥取県林業労働安全緊急対策事業収支予算（決算）書 

 

１ 収入の部 

                                       単位：円  

区  分 予算額 精算額 
（比較増減） 

備考 
（増） （減） 

林 業 労 働

安 全 緊 急

対 策 事 業

( 県 単 独

型) 

安全装備

の導入支

援 

県補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己資金      

小 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全研修

の受講推

進 

県補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己資金      

小 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計      

 

２ 支出の部 

単位：円  

区  分 予算額 精算額 
（比較増減） 

備考 
（増） （減） 

林業労働安全

緊急対策事業

(県単独型) 

安全装備の導入

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全研修の受講

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計      

 

３ 収支精算書 

                                       単位：円  

県補助金交付決定額 
県補助金精算額 

（Ａ） 

県補助金既受領額 

（Ｂ） 

差引県補助金未受領額

（又は△返還額） 

（Ａ－Ｂ） 

    

 ※収支精算書は、収支決算書の場合に記入する。 

  



様式第３号（第５条関係） 

第○○○○号 

年   月   日 

 

              様 

 

職  氏  名 

 

○○年度鳥取県林業労働安全緊急対策事業費補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県林業労働安全緊

急対策事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２

年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付す

ることに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

本補助金の対象事業は、「鳥取県林業労働安全緊急対策事業」とし、その内容は、申請書に記載

のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額   金          円 

（２）交付決定額   金          円 

 

３ 経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載

のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによ

る。 

 

４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県林業労働安全緊急対策事業費補

助金交付要綱（令和５年３月１６日付第２０２２００２９２２３２号鳥取県農林水産部長通知。以

下「要綱」という。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額と、２の(２)の

交付決定額（変更された場合は、当該変更後の額）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 

  



様式第４号（第５条関係） 

第○○○○号 

年   月   日 

 

              様 

 

職  氏  名 

 

○○年度鳥取県林業労働安全緊急対策事業費補助金交付決定及び交付額確定通知書 

 

  年 月 日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県林業労働安全緊急対

策事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥

取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付するこ

とに決定し、併せて規則第１８条第１項の規定に基づきその額を確定したので、規則第８条第１項及

び第１８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

本補助金の対象事業は、「林業労働安全緊急対策事業（国活用型）」とし、その内容は、申請書

に記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

（１）算定基準額    金        円 

（２）交付決定額    金        円 

なお、本補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。 

 

３ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び鳥取県林業労働安全緊急対

策事業費補助金交付要綱（令和５年３月１６日付第２０２２００２９２２３２号鳥取県農林水産部

長通知）の規定に従わなければならない。 



様式第５号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

鳥取県知事 様 

 

 

職  氏  名 

 

 

年度鳥取県林業労働安全緊急対策事業費補助金仕入控除税額確定報告書 

 

  年  月  日付第  号により交付決定があった鳥取県林業労働安全緊急対策事業費補助金

について、補助金交付要綱第７条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 鳥取県補助金等交付規則第１８条に基づく額の確定額 

 

                            金           円 

 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

                            金           円 

 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

 

                            金           円 

 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

 

                            金           円 

 

 

５ 添付資料 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 

  



様式第５号 別紙（第７条関係） 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類 

 

１ 法人名 

 

２ 法人住所 

 

３ 代表者職氏名 

 

４ 補助事業名 

 

５ 補助金額 

 

６ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

７ ６の計算方法や積算の内訳 

（１）補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

区 分 課税仕入れ 

 
非課税仕入れ 合計 課税売上対応分 非課税売上対

応分 

共通対応分 

経

費

の

内

訳 

       

       

       

       

（２）課税売上割合  ％ 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法 

  



様式第６号（第８条関係） 

 

第○○○○号  

  年 月 日 

 

 

様 

 

 

鳥取県知事 

 

 

○○年度鳥取県林業労働安全緊急対策事業費補助金の額の確定について（通知） 

 

  年 月 日付第 号で交付決定し、  年 月 日付けで実績報告書が提出された本補助金に

ついて、下記のとおり補助金の額の確定をしましたので、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取

県規則第２２号）第１８条第１項の規定により通知します。 

（担当・連絡先） 

 

記 

（単位：円） 

交付決定額 確定額 既支払額 精算払額 

    

 

 

 


